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午後３時００分から

午後４時３０分まで
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第２９回あきる野市都市計画審議会議事録

平成２９年８月４日（金）

午後３時００分より

午後４時３０分まで

あきる野市庁舎５階

５０３会議室

出 席 者 委員 町田修二会長、坂本勇委員、松村茂夫委員、平野正延委員、石坂弘

司委員、舩橋拓寿委員、三枝司佳委員（代理 交通課長 山﨑大氏）、

今村秀行委員（代理 警防課長 中村学氏）、奥秋利郎委員、たばたあ

ずみ委員、辻よし子委員、増﨑俊宏委員、村野栄一委員、中村勇委

員

市 澤井市長

（事務局） 清水都市整備部長、有馬都市計画課長、峯尾係長（計画係）、

杉山主査（計画係）、井上主事（計画係）、峯尾主事（計画係）

議事日程

１ 開 会

２ 市長挨拶

３ 新委員のご紹介

４ 議 事

（あきる野市決定）

①秋多都市計画用途地域の変更について

②秋多都市計画高度地区の変更について

③秋多都市計画防火地域及び準防火地域の変更について

④秋多都市計画地区計画初雁地区地区計画の変更について

５ そ の 他

報告事項

都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う生産緑地法等の

改正について

６ 閉 会
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事務局

本日は大変お忙しいところ、委員の皆様におかれましては、ご出席を賜りまして誠

にありがとうございます。

ただ今から、第２９回都市計画審議会を開催いたします。

本日、司会進行を務めさせていただきます、都市計画課長の有馬と申します。よろ

しくお願いします。

それではお手元に配布しております日程に基づきまして、はじめに市長よりご挨拶

を申し上げます。

市長

皆さんあらためまして、こんにちは。

本日はあきる野市都市計画審議会の開催に当たりまして公私共にお忙しい中、ご参

加いただきましたことを心より御礼を申し上げます。また、日頃から委員の皆様には

市政へのご協力を多方面からいただいておりますことに感謝を申し上げる次第でご

ざいます。この度は都市計画審議会という専門の委員会の諮問に対し、委員の皆様の

お知恵をお借りしたいと思っておる次第でございます。

本日皆様方に諮問いたします案件は４件ございます。この４件は市の南にあります

あきる野インターチェンジに隣接する土地における用途変更等にかかる諮問でござ

います。あきる野インターチェンジ付近の土地につきましては地域の皆様方のご協力

を得て都市計画という形のなかで開発を進めている箇所でございます。皆さんの忌憚

の無いご意見をよろしくお願い申し上げ、私からのご挨拶に代えさせていただきたい

と存じます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

事務局

市長につきましては、公務によりここで退席させていただきます。あらかじめご了

承ください。

続きまして日程３の新委員のご紹介に入ります前に、事務局職員の異動がございま

したので報告をさせていただきます。はじめに都市整備部長の清水でございます。

(清水部長挨拶)

事務局

続きまして、都市計画課計画係係長の峯尾でございます。

(峯尾係長挨拶)

事務局

続きまして、担当職員の井上と峯尾でございます。

(井上主事、峯尾主事挨拶)

事務局

それでは日程に基づきまして進めさせていただきたいと思います。

現在参集いただいている委員の皆様につきましては１４名でございます。あきる野

市都市計画審議会条例第５条第２項の規定に基づき、会議は成立しております。
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続きまして日程３の任期満了及び人事異動に伴い、新たに委員になられた方々のご

紹介をさせていただきたいと思います。

はじめにあきる野市議会から任命させていただきました皆様をご紹介させていた

だきます。恐れ入りますが、お名前を読み上げますので、ご起立後一言ご挨拶をいた

だきたいと存じます。

(各市議挨拶 奥秋利郎様、たばたあずみ様、辻よし子様、増﨑俊宏様、村野栄一様)

続きまして東京都の職員で任命させていただきました委員の皆様を紹介いたしま

す。

東京都多摩建築指導事務所建築指導第三課長の舩橋拓寿様。

(建築指導第三課長挨拶)

ありがとうございました。

なお、警視庁福生警察署長、三枝司佳様におかれましては都合により、福生警察交

通課長の山崎大様にご出席いただいております。

事務局

ありがとうございました。

なお、鶴田委員におかれましては都合により欠席の報告を事前にいただいておりま

す。

それでは日程４の議事に入ります前に、資料のご確認をさせていただきます。

本日の資料につきましては、先日配布させていただきました諮問資料としまして、

Ａ４ホチキス止めの資料１から資料４。続きまして図面として秋多都市計画用途地

域・高度地区・防火地域及び準防火地域の変更をまとめた１万分の１の総括図とＡ３

版の２千５百分の１の計画図がそれぞれ１枚ございます。続きまして地区計画の変更

図面といたしまして１万分の１の総括図が１枚、Ａ３版の２千５百分の１の計画図が

３枚ございまして、それぞれ計画図１、計画図２、計画図３となっております。

最後に本日お手元に配布させていただきました資料のご確認をお願い申し上げま

す。はじめにＡ４版１枚の日程でございます。続きまして委員名簿。同じくＡ４版１

枚で両面印刷になっておりまして本日諮問させていただきます変更の概要をまとめ

ております、参考資料１という資料でございます。同様にホチキス止めしてあります

Ａ４横の参考資料２がございます。続きまして、日程に基づく報告事項といたしまし

て、事務局からの報告案件の資料を資料５としてお配りしております。ご確認お願い

申し上げます。

それでは議事に入ります。議事進行につきましては、あきる野市都市計画審議会条

例第５条第３項の規定によりまして、会長が議長になっておりますので、会長よろし

くお願いいたします。

会長

会長を務めさせていただきます町田でございます。

それではお手元の日程に従いまして議事を進めさせていただきます。

あきる野市都市計画審議会条例運営要領第１３条第３項では、会議録の署名につい

て議長及び議長が指名する委員となっておりますので、指名に当たっては、名簿順に

指名させていただきますので、よろしくお願いいたします。
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本日の署名人は、坂本委員にお願いいたします。

それでは議事に移らせていただきます。

市長から諮問のありました「諮問１ 秋多都市計画用途地域の変更」から「諮問４

秋多都市計画地区計画初雁地区地区計画の変更」までの全ての案件は関連する案件で

ございますので、一括して事務局からの説明を求めます。

都市計画課長

本日、諮問案件の提出をさせていただきました担当課の課長としてご説明を申し上

げます。

本日、諮問させていただきました諮問１の「秋多都市計画用途地域」から諮問４の

「秋多都市計画初雁地区地区計画」の変更につきまして、これからご説明申し上げま

す。

はじめに、本日諮問させていただきました４つの案件につきましては、先程市長か

らのご挨拶にもありましたように、圏央道あきる野インターチェンジに隣接する初雁

地区の一部でございまして、面積にして約０．９ｈａの区域について変更する案件と

なっております。

本日、新たに委員になられた方もおりますので、はじめに事前に配布させていただ

きました資料１から資料４及び図面の説明をさせていただきます。

はじめに、都市計画の決定または変更を行うに当たりましては、本日の都市計画審

議会への付議のほか、都市計画法に規定する手続きに従い、行う必要がございます。

また、決定又は変更に当たっては、手続きと併せて、総括図、計画図、及び計画書

の作成が必要となります。

お手元には、用途地域、高度地区、防火及び準防火地域、地区計画のそれぞれの都

市計画の変更につきまして、総括図、計画図及び計画書をお配りしております。

参考に資料１をご覧ください。

資料１につきましては用途地域の変更に伴う計画書となっております。

１枚目が今回の変更を含めた用途地域の総括表となっており、あきる野市及び日の

出町全域の用途地域を表しております。

２枚目をご覧ください。新旧対照表になります。

つづきまして３枚目をご覧ください。今回変更する箇所の変更概要となっておりま

す。

次の４枚目から６枚目は、あきる野市分の総括表、新旧対照表及び変更概要となっ

ており、最後の７枚目に用途地域を変更する理由書となっております。

今、ご説明しました資料一式が用途地域の計画書となっております。

資料２から資料４につきましても、用途地域の計画書と同様に、高度地区、防火及

び準防火地域、初雁地区地区計画のそれぞれの計画書となっております。

続きまして、お手元の総括図および計画図につきましては、用途地域、高度地区、

防火及び準防火地域のいずれも、相互に機能し、土地利用を誘導する根幹の地域地区

でございますので、一葉に作成してあります。

地区計画につきましては、地区ごとに作成する必要がございますので、地域地区と

は別に作成しております。

以上、簡単ではございますが、資料の説明とさせていただきます。

続きまして、諮問１から諮問４までの都市計画の変更につきまして、変更の概要を

まとめた資料に基づき、説明させていただきます。

はじめに、本日配布させていただきましたＡ４縦の参考資料１をご覧ください。

今回変更する初雁地区のこれまでのまちづくりの経緯ですが、初雁地区は、圏央道
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あきる野インターチェンジに隣接した地区で、圏央道の開通と併せまして、地権者に

よる土地利用促進協議会を発足し、これまで、協議会を中心に、圏央道の整備効果を

生かした土地利用の検討が進められております。料金所東側の地区計画における流通

業務地区におきましては、進出企業の見通しが立ったことから、昨年３月に、初雁地

区の市街化区域への編入等を行っております。

流通・業務地区につきましては、今春の５月に、印刷物の配送センター及び自動車

部品の配送センターが操業しております。

恐れ入りますが、裏面をご覧ください。

はじめに、今回変更する０．９ｈａの箇所の位置ですが、２地区ございまして、図

面左側の沿道地区０．５ｈａと図面右側の産業地区０．４ｈａになります。

今回、この２地区の変更につきましては、昨年３月の時点で、土地利用の見通しが

明らかになっていなかったことから、無秩序な土地利用の防止や当地区に相応しい土

地利用の誘導を図るため、用途地域及び地区計画によりまして、土地利用を制限して

おりました。

この度、沿道地区につきましては、進出する企業が概ね内定し、産業地区につきま

しては、市有地でありますが、複数の企業から引き合いがあり、公売の見通しが立っ

たことから、流通・業務地区に続いて、２地区の都市計画変更を行うものでございま

す。

恐れ入りますが、Ａ４横の参考資料２をご覧ください。

初雁地区のまちづくりにつきましては、平成１７年から地区計画により、地域との

調和を図ったまちづくりを前提に進めてまいりましたので、はじめに、本地区のまち

づくりの目標や各種方針を定めた地区計画につきまして、変更する箇所を中心に説明

させていただきます。

参考資料２につきましては、今回変更する地区計画の箇所をまとめたものでござい

ます。

１枚目をご覧ください。

はじめに、土地利用の方針ですが、先ほど説明させていただきましたように、沿道

地区及び産業地区の産業系土地利用の見通しが立ったことから、制限に関する方針を

削除するものでございます。

続きまして、地区施設の整備方針につきましては、地区全域における地区施設整備

の在り方のほか、各地区の特性に併せた地区施設整備の在り方などを整理した方針に

改めております。

変更前は一様な文章で書かれていたものを、変更後は具体的な表現をさせていただ

くといった形になっておりますことと、初雁地区全体の土地利用の方針が概ね固まっ

てきましたので、それを踏まえた形で改めたというところでございます。

２枚目をご覧ください。２枚目以降につきましては、沿道地区及び産業地区を中心

に整備に関する誘導や制限を新たに追加するものです。

最初に、地区施設の配置及び規模ですが、恐れ入りますが、お手元の地区計画のＡ

３の計画図２を併せてご覧ください。

その他の公共空地として、新たに４号及び５号緑地の整備誘導を図るもので、４号

緑地につきましては、沿道地区内に配置し、５号緑地を産業地区内に配置するもので

す。

参考資料２の３枚目をご覧ください。

建築物に関する事項といたしまして、建築物等の用途の制限ですが、これについて

は各地区ごとに定めております。

はじめに沿道地区をご覧ください。
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沿道地区につきましては、倉庫、事務所、工場、店舗、展示場その他これらに類す

る用途部分の床面積の合計が３，０００㎡以内の建築物に誘導するものです。

次に、産業地区につきましては、沿道地区の制限と同様ですが、市有地であること、

これまで、地域主体で進めてきた流通・業務地区への影響に配慮することや、地区の

土地利用との調和を図る必要があることに配慮いたしまして、市長が初雁地区に支障

がないと認められる建築物に限り誘導するものです。

続きまして、敷地面積の最低限度につきましては、建築物等の整備の方針に基づき

まして、敷地の細分化防止や地区施設と一体的に良好な街区形成を図る必要があるこ

とから、両地区とも１，０００㎡を下限として最低敷地を定めるものでございます。

続きまして、その下段の壁面の位置の制限についてですが、お手元の計画図３と併

せてご覧ください。

壁面の位置の制限につきましては、当初から、計画図３の破線で示す１号壁面線に

ついて、制限をしていたものですが、制限位置を明文化する必要があり、今回の変更

と併せて、明文化するものでございます。

４枚目をご覧ください。

続きまして、建築物等の高さの最高限度及び次の色彩の制限につきましては、建築

物等の整備の方針に基づきまして、周辺の住宅地や景観等に配慮し、定めるものでご

ざいます。

建築物の高さの最高限度につきましては２５ｍ。こちらはすでに操業をしておりま

す、流通・業務地区と同様の制限となっております。色彩につきましても、周辺の自

然景観等に配慮した、落ち着きのある色調にすると定めるものでございます。

参考資料２についてのご説明は以上でございます。

恐れ入りますが、参考資料１の裏面にお戻りください。

先程説明させていただきました初雁地区のまちづくりを適切に誘導するため、地区

計画のほか、用途地域、高度地区、防火・準防火地域について、約０．９ｈａを併せ

て変更するものです。

はじめに、２の用途地域につきましては、「第１種低層住居専用地域」から「準工

業地域」とし、併せて、建蔽率及び容積率をそれぞれ、６０％、２００％に変更しま

す。

次に、３の高度地区につきましては、「第１種高度地区」から「第２種高度地区」

に、４の防火・準防火地域につきましては、新たに「準防火地域」とするものでござ

います。

恐れ入りますが、表面下段の「都市計画変更の経緯」をご覧ください。

ただ今、説明させていただきました都市計画の変更につきまして、本年４月に地権

者との都市計画変更に関しての説明会を実施しております、地権者の皆様の合意が得

られましたので、５月９日から２週間、都市計画法第１６条第２項の規定による地区

計画原案の縦覧を行うとともに、説明会を実施しました。

原案を縦覧に供したところ、意見書の提出はなく、７月４日から２週間、お手元の

資料１から資料４の計画書、総括図、計画図によります、都市計画法第１７条第１項

の規定に基づく都市計画案の縦覧に供したところ、意見書の提出はございませんでし

た。

説明は以上となります。

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
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会長

事務局の説明が終わりました。

これより質疑応答に入ります。どなたかご質問等ありましたらお願いいたします。

委員

事前に配布された資料の中の資料４「地区計画の変更について」の地区計画の目標

を読んで疑問に思ったことなのですが、あきる野市都市計画マスタープランではあき

る野市のインターチェンジの開発として大きく二つの目標を掲げているかと思いま

す。一つ目が商業・業務系企業の導入。それから二つ目が都市的農業機能の導入。こ

こでは「観光農園・教育ファーム・体験農園など」と記載されておりますが、今回は

一つ目の商業・業務系企業の導入がされたということだと思います。将来にわたって

都市的農業機能の導入を検討される可能性があるのかどうかというのが一点。今回の

初雁の企業誘致において都市的農業機能の導入ということが検討項目として上がっ

てきていたのかどうかを教えてください。

都市計画課長

はじめに都市計画マスタープランの位置づけについてご説明申し上げます。資料４

の４段目の「あきる野インターチェンジ周辺は本市の玄関口として利便性を活かした

商業・業務さらには周辺環境と調和した観光農園・教育ファーム・体験農園など都市

的農業機能の導入を目指す」という箇所につきましては、今回の初雁地区を含む、さ

らにこの地区の東側並びに隣接する国道４１１号線滝山街道の西側までを含んだ形

で、都市計画マスタープラン上では、産業のまちづくり方針のなかで位置づけられて

いるものでございます。後段の「また圏央道の高い交通利便性を効果的に活用し、商

業・業務系企業の導入や農地を活かした産業系土地利用を推進する」という部分と「こ

れに基づき農地等の土地利用を転換し良好な産業系市街地の形成を目指す」という部

分につきましては、まさに今回の諮問に上がっている初雁地区を指しているというと

ころでございます。当該地区の産業系土地利用について、商業・業務系土地利用の誘

導に関しましては、都市計画マスタープランに位置づけられたものを誘導するという

ところでございます。

もう一点は、委員からご質問にありました、周辺の農地を活かした形での土地利用

に関しましては、現状地区の西側と東側は農業振興地域になっておりますので、前段

で申し上げました観光農園等が農業振興施策としてどう展開してくるのかというの

を十分見据えながら、将来的に地区計画の目標としては都市的農業機能との連動とい

ったところを担保していきたいと考えております。

現状としましては、どちらかというと、後段の産業系土地利用が今回の地区として

現実化したといった形になっております。現状では周辺の農地とのありかた、都市的

農業機能の導入に関しては、具体的になっていないというところでございます。ただ、

将来的に現在操業している企業の方針の転換や撤退等で土地利用の転換があったと

きに、周辺の農業振興地域の土地利用が転換期を迎えているなどの状況があった場合

には都市的農業機能の誘導をしていくということは可能かと考えております。

委員

ありがとうございました。
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今回に関しては都市的農業機能の導入について、具体的に何か検討されたことはな

いという理解をしました。

将来的に農業を生かした形の開発となった場合、農振地域の扱いは市街化区域に変

更した中で企業が参入して教育ファーム等を運営する形になるのか、そのまま農振地

域の土地として観光農業等の利用をしていくのかをお聞きしたいのですが。

都市計画課長

都市計画として考えますと、初雁地区につきましては滝山街道から西側に約２ｈａ

の特定保留区域があります。その部分につきましては今後市街化区域への編入を考え

ていくべきゾーニングとして捉えております。それ以外の農業振興地域に位置づけら

れた農地につきましては、現状これ以上の市街化区域の拡大ということは考えており

ません。

今後の農業機能といったときに２通り考えられると思うのですが、当該周辺の農地

だけでなくあきる野市全体の農業の生産性の向上を考えたときに、経済的に見た６次

産業であれば企業とうまく連動していくということも考えられると思います。また農

業サイドから見た６次産業化といったところから捉えますと、農業振興地域の中でど

のように施設を展開していくかという考え方もあります。委員からご質問を受けた今

後農業振興地域の保全や、活用促進といったところで今の１次産業から２次産業等に

つなげていくのか、そういった考えの中で施設が必要になっていくのかという議論は

まだはっきり見えてきておりません。もうひとつは農業振興地域の生産性の向上とい

った意味では、一般の民間企業が参入していくというのは当該地区で十分可能である

と捉えております。

委員

もう一点、初雁地区の神社地区についての質問なのですが、土地利用の方針の神社

地区の記載に「近接する緑や保全地区との調和を図り」とあります。１号公園とその

前面の道路を挟んで北側に樹木と竹林と野草の生えたわずかな面積の緑地が残って

います。また、神社地区の東側は開発のときに崖線の緑地を残すということで、当該

部分はあえて市街化調整区域のまま残していると思います。貴重な形で残った崖線の

緑地とそれから神社との緑、それをつなぐという意味合いではとても大切な場所では

ないかと考えております。ですので、いい形で緑地の保全をしていただきたいなと思

っているところなのですが、それらについてはどうお考えでしょうか。

都市計画課長

神社地区につきましては地区計画図１をご覧ください。地区の区域図にあります、

あきる野インターチェンジの料金所の北のところに秋川神社がございます。神社地区

は地区面積としては０．３ｈａになります。委員のご質問はその境内地の樹木・緑地

等に関するご質問かと思います。今申し上げております崖線といいますのは、ちょう

ど流通・業務地区後背地北側にある崖線のことで、市としても緑地保全条例等で崖線

緑地の保全に取り組んでおります。都市計画としましても崖線につきましては今後も

極力保全していこうという考えのなかで、市街化区域への編入はしないという立場で
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おります。委員の期待されるところといたしましては、崖線等の神社地区の保全のた

めのネットワーク化等といったところかと思います。この神社は秋川神明社という宗

教法人が所有をしておりまして、氏子さん等で適切に管理しているというところでご

ざいます。今後は関係部局との調整の中で、民間が市民の参加の下に緑地保全してい

くかどうかという事に関しては検討していく必要性はあるかと思います。

本日の委員の質問に関しましては、今後の必然性を勘案した上で都市計画として何

が出来るのかというのを考えていく必要があると思います。

会長

ありがとうございました。どなたか他にご質問等ありましたらお願いいたします。

委員

いただいた参考資料１にあります地権者説明会の参加人数に関してですが、８人の

出席があったとありますが、関係権利者や地権者が全体でどれくらいいるのかを教え

ていただきたいのですが。

都市計画課長

今回変更する地区は沿道地区と産業地区の２地区になります。産業地区につきまし

ては全て市が所有をしております。沿道地区につきましては地権者が９人となってお

りまして、そのなかに共有をしている方がおります。説明会の当日に欠席された方に

関しましては当日の審議状況等は説明させていただいて、資料等も送付させていただ

いております。地元の促進協議会の役員の方から状況等を確認した上で、地権者全員

の合意を得られたと解釈しております。

委員

ほぼ全員の方が出席されて納得されたということでした。いろいろ配慮しながら話

が進められて、市街化への編入がなされたということがわかり地権者の方も安心され

ているのかなと感じました。

少し気になるのは、初雁地区の東京都の景観条例に照らしてやっているとのことで

すが、西側から見ていくと今まであった山の景観が損なわれてしまったなというのが

あるかと思います。これは仕方がないことですが、東京都の景観条例で考える部分と、

それだけではなくあきる野市で景観のことを考えるという必要も今後はあるのかな

と感じました。

会長

今のはご意見ということでよろしいでしょうか。

委員

はい。

会長

どなたか他にご質問等ありましたらお願いいたします。
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委員

この初雁地区というのは、１回目の土地改良のときに農地として使いづらい、水

が入って農業がしづらいということで２回、土を運び入れて今の状態になっている

わけですが、東の農振地域は道路の整備が出来ていないので、農業がやりづらい。

西側は農業振興地域でありながら道路が整備されていないので、地権者の協力を得

て道路の整備をしていただきたいなと思っております。

それから、産業地区の部分ですが、これは今、段下のような感じになっておりま

すが、進出企業は大体決まっているというようなお話でしたが、ここの部分の整備

に関してはどのようになっているのか、お聞かせ願います。

都市計画課長

道路の話に関しましては、土地改良事業が行われているということで、農業部局に

委員からのご意見があったことをお伝えし、農業部局と都市整備部とでどう対応でき

るか確認していきたいと思います。

２点目についてですが、委員のおっしゃるように、産業地区に隣接する６ｍ道路が

北に行くに向かってだんだんと下がっている形になっています。地区の南側はほぼ道

路と平坦ですが、北側に関しましては、３～４ｍ段差がございます。現在、産業地区

は圏央道の利便性に注目した企業から相当な引き合いがきておりまして、この都市計

画変更の後に進出企業が確定していくという流れになるわけですが、市として想定を

しておりますのは、きちんと造成工事をして、宅地としての安全性を確保するという

ことを事業者に負担いただくということで土地利用してもらおうと考えております。

法尻につきましては５号緑地というのがございまして、法面緑地の安全性を確保しな

がら保全する必要がございます。民間事業者の土地利用計画を勘案しながら、造成工

事等を進めていくという考えでございます。

会長

どなたか他にご質問等ありましたらお願いいたします。

委員

先程西側から見たと申し上げましたが、東側の間違いでした。訂正します。

委員

今回の都市計画変更の影響を及ぼす範囲について教えていただきたい。また、環

境に及ぼす影響として目に見える環境もそうだが、耳などに与える影響はどうか。

前の話ではこの初雁地区に企業が進出することで通行する車が一日８００台くらい

増えるとの話を記憶しておりますが、そういったようなところで周辺に影響が及ぶ

懸念があるかと思います。騒音対策に関してはＡ特性等の基準を適応するのかどう

か。誘致する企業についてもそういったところで厳しい規制が必要かと思います。

また先程委員からもありましたが、景観条例に関してあきる野市でも独自の景観
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条例を作っていく必要もあるかと思います。

もう一つは引田に来ていただいていた富士通ですが、残念ながら撤退してしまっ

た。それに対して市の対応にも問題があったのではないかという話もあります。今

後、この初雁地区に誘致されて来た企業が撤退をしないような対策をしていただき

たいと考えているところでございます。また、地権者だけでなく、地域の住民みん

なが納得できるような地域づくりをしていく必要があると考えています。これらの

点についてはいかがでしょうか。

都市計画課長

環境面につきましてですが、今回の地区につきましては環境アセスメントで対応す

る規模のものではなかったのですが、当然、振動や臭気といったところに関しまして

は進出する事業者の方がかなり慎重に取り扱っております。

委員のお話にあった地域住民が納得できる地域づくりというところに関しまして

は、逆に地権者の方々が市以上に地元を大切にしたいという思いがありまして、進出

企業を選定するに当たりましても地域とともに生きていくということを重視して選

定を行っております。今回の沿道地区につきましても同様に賛同いただける事業者を

選定していくことになりますし、市所有の産業地区も同様に地域とうまく連携してい

ける企業を選定していきたいと思っています。今操業している２社につきましては、

これまで都市計画の行政や地域というところだけの説明ではなく、促進協議会との説

明会等で地域の方々に対して与える影響等について説明させていただきました。圏央

道は環境アセスメントに対応したものでありますから、そういった十分なデータを踏

まえた上で今回の事業が地域に与える影響について十分検討させていただきました。

また建物の高さ制限２５ｍというのがございますが、物流の建物というのは一階部分

がかなり高くなる建物でございまして、一般的に４０～５０ｍというものが多くござ

います。この高さに関しましても協議会等で地域に与える影響を色々とシミュレーシ

ョンしまして、最終的に地域の合意形成のもとに２５ｍという高さを定めました。最

大限配慮させていただいたつもりではございますが、やはりそうはいっても元々農地

だったところでございますので、皆さん色々な意見がございます。そういった貴重な

ご意見を受け止めて地域の調和といったものを考えながら進めていきたいと考えて

おります。

会長

他にご質問等ありますでしょうか。

特に無いようなので、以上で質疑を終了させていただきます。

ただ今、事務局から説明があったように、「用途地域」、「高度地区」、「防火地域及

び準防火地域」及び「地区計画」の変更のすべての案件は、初雁地区の地区計画で

定められた沿道及び産業地区の土地利用に関して、関連しますので一括で審議いた

します。

４つの案件につきましてご異議なしの方挙手をお願いします。
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委員

全員挙手

会長

それでは、本案に対して異議がないものと認めます。私のほうから、後ほど「秋

多都市計画用途地域の変更」、「秋多都市計画高度地区の変更」、「秋多都市計画防火

地域及び準防火地域の変更」、「秋多都市計画地区計画初雁地区地区計画の変更」の

４件について、原案のとおり異議のない旨を市長に答申いたしますのでよろしくお

願いいたします。

議事につきましては、以上で終了いたします。

続きまして、事務局からの報告になります。

「都市緑地法の一部を改正する法律の施行に伴う生産緑地法の改正について」で

す。事務局から説明をお願いします。

事務局

それでは、都市緑地法の一部を改正する法律の施行に伴う生産緑地法の改正等、生

産緑地地区に関して改正された点について、説明させていただきます。

はじめに資料５の１面積要件の緩和をご覧ください。

これまで、生産緑地地区の面積につきましては、５００㎡以上が法定要件でしたが、

今回の法改正で、「市町村は、公園、緑地その他の公共空地の整備状況および土地利

用の状況を勘案して必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で区

域の規模に関する条件を別に定めることができる。」という規定が追加されておりま

す。

市では、生産緑地のこれまでの運用や今後の税制動向等を踏まえ、面積要件の引き

下げによる課題や有効性の検証のほか、指定後における長期的な保全・活用を推進す

る上で、農業者の意向把握や農業関係団体等の協力体制の構築を図る必要性があるな

ど、今後、これらの取組を慎重に進めていく中で、面積要件の引き下げについて検証

していきたいと考えています。

次に資料５の２生産緑地地区内の行為制限の緩和をご覧ください。

これまで、生産緑地地区内では、農産物の生産又は集荷の用に供する施設等を除き、

建築が制限されています。

今回の改正では、「当該生産緑地の保全に著しい支障を及ぼすおそれがなく、かつ、

農林漁業の安定的な継続に資するもの」として、製造、加工、販売等の施設や農家レ

ストランなどの設置が可能になりました。

なお、これらの施設の設置及び管理は、当該生産緑地の主たる従事者に限定されて

います。

次に資料５の３特定生産緑地制度の創設をご覧ください。

生産緑地法では、生産緑地地区の指定から３０年を経過すると、所有者は市町村に

対して買取申出をすることができることになっています。

今回の法改正は、指定から３０年経過する前までに特定生産緑地に指定することで、
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買取申出ができる時期を１０年延長し、生産緑地の保全を図るものです。

この制度は、平成３０年４月１日に施行されますので、秋川地区の生産緑地は、基

準日を迎える平成３４年１１月までに指定を行う必要があります。

本制度の取扱いにつきましては、所有者に対して、今回の法改正の普及啓発を行う

とともに、現地の確認、管理台帳の整備等から保全の必要性を検証し、所有者の意向

を含めて、指定の検討を進めてまいります。

次に資料５の４田園住居地域の創設をご覧ください。

都市計画法及び建築基準法の改正により、用途地域に新たに田園住居地域が追加さ

れました。

これまで、市街化区域内農地におきましては、生産緑地指定の有無に関わらず、第

１種及び第２種低層住居専用地域内では、建築物である農業施設は、建築審査会の同

意を得て許可を受けなければ、建築できませんでした。

今回の田園住居地域は、地域内の農地について、これまでの農業施設のほか、先ほ

どの生産緑地の行為制限の緩和において、設置可能となった施設を含め、市長の許可

により行為が認められるものです。

田園住居地域の指定につきましては、低層住居系の用途地域内において、生産緑地

を含めて市街化区域内農地の保全や活用と住宅市街地が調和する地域での指定を想

定しております。

指定に当たっては、東京都との調整や国の運用指針を踏まえるとともに、農業関係

者の意向や活用施策との連携を図りながら、検討していきたいと考えております。

以上、生産緑地の主な改正となります。

改正の運用につきましては、税制の動向や、農業者の意向把握等を今後行うなど、

農業施策や農業関係者との調整を図りながら、法改正等の適切な運用に努めてまいり

ます。これに伴い市街化区域内農地のあり方について都市計画審議会の中で委員の皆

さんのご審議いただきながら検討を進めていきたいと思い、あらかじめご報告をした

次第でございます。

以上で説明を終わります。

会長

事務局の説明が終わりました。

それでは、報告事項について、どなたかご質問等ありましたらよろしくお願いいた

します。

委員

都市農業のあり方がだいぶ変わってきたということで、このような法律改正がなさ

れるわけですが、皆さんご承知のようにこの辺りではファーマーズセンター等で新鮮

な野菜を提供しており、農地は環境的にも価値があるということで、また近年増加し

ている自然災害等の発生時に避難所にもなるなど、様々な面で都市の中の農地という

のを大切にしてはどうかという意見の中でこの生産緑地法というものが整備された

という背景があるわけです。そのためには面積要件等で条例が必要になってくるわけ
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ですが、私たちとしても是非色々とお願いをしたいところであります。また、農家の

方々にも知識をつけて対応していただこうということで８月１０日に生産緑地の説

明会を開こうということになっています。委員の方々からも特段のご指導をいただけ

ればと考えているところでございます。

委員

質問は資料の１番にあります面積要件のところなのですが「都市緑地法施行令に規

定する市民緑地や防災公園ガイドラインに示す都市公園での活用を想定」とあります

が、私は市民緑地に関心がありまして、新しく認定市民緑地制度というのも出来たと

思うのですが、これは基本的には地主が無償で行政に対して土地を貸して行政が管理

するものだと思うのですが、これと生産緑地との関係がわからないのですが、これは

生産緑地を外して新たに市民緑地として認定するということなのでしょうか。

事務局

当初の都市緑地法の制定時には５００㎡が面積要件になっていたということで、こ

れは公園等の整備が主眼に置かれていたのかなと思います。現在は防災や、市街地の

空間利用という点で色々変わってきている面がございましてそのようなところに活

用をするといったなかで、３００㎡を下限に緩和をしていこうという話が出てきてお

ります。生産緑地として指定された場合は、肥培管理をして農地として保全するとい

うのが基本でございます。また将来的に、公共空間としての活用を見据えて指定をす

るというのが生産緑地の制度でございますので、生産緑地の指定から３０年経過した

ときに市側が明確にそこを公共空間として市街地環境の中で整えていくのかといっ

た中で、将来的に防災公園や市民緑地として整備の必要性があるとなったときには、

生産緑地を活用していきたいといったところでございます。

委員

あきる野市の農地は約５５０ｈａありましてそのうち約６８ｈａが生産緑地とな

っております。これは周囲の市と比べても大変多いわけですので、今回の改正は市内

の多くの人に影響があると思います。生産緑地の指定を受ければ、相続税の納税猶予

を受けることが出来ます。現在５００㎡という面積要件があるわけですが、これは例

えば１，０００㎡で生産緑地として指定を受けて納税猶予受けていた土地があったと

きには６００㎡が相続で生産緑地の指定から外されてしまえば、残りの４００㎡が道

連れで解除となってしまうわけですね。そうなれば残りの土地も相続猶予が無くなっ

てしまいます。これは農家にとっては大変なことです。今回３００㎡という数字が国

から出されたわけですが、これから農業委員会としても内容を検討した中で条例案を

議会に出したいと思っておりますので、市議会議員の方々にも色々とお願いをしたい

と考えているところでございます。

特定生産緑地ということで３０年経過後に１０年毎の更新が出来るようになるわ

けです。そこで指定から３０年が経過する生産緑地を都市計画課の方で把握をしてい

ただいて、特定生産緑地の制度についての周知や、期限を迎える農家の方々への連絡
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をしていただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。

会長

他に無ければ、以上で質疑を終了させていただきます。

本日の議題は全て終了いたしました。皆様のご協力ありがとうございました。

以後、進行を事務局にお返しします。

事務局

ご審議とご意見を賜わり、誠にありがとうございました。

これをもちまして、本日の審議会は閉会といたします。

本日は、誠にありがとうございました。


